
湯河原町宿泊税検討に関する説明会

令和６年12月11日

湯河原町地域政策課
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説明会の流れ
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１ 宿泊税検討経緯について

1990年をピークに入込客数（宿泊客＋日帰客）は減

少傾向にあり、コロナ禍を機にさらに減少。2021年に

は3,499千人にまで落ち込む。コロナ禍後に回復傾向に

あるが、最盛期には程遠い状況にある。

一般会計に占める観光費の割合は、近年では３％代

で推移している。
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(1) 観光の現状

観光消費額と宿泊・日帰客数

年度 一般会計 観光費 比率

2003年 8,719 455 5.2％

2008年 8,302 284 3.4％

2013年 8,167 321 3.9％

2018年 9,799 356 3.6％

2021年 10,243 316 3.0％

2023年 11,070 362 3.2％

（百万円）一般会計と観光費の推移

R5年度の観光費に係る事業等（千円）※端数切上

・職員給与等 62,566

・観光振興事務経費 36,480

・夏季行事開催事業 26,245

・海水浴場運営事業 13,679

・梅の宴行事開催事業 11,007

・誘客宣伝事業 10,100

・武者行列行事開催事業 3,000

・湯河原梅林公園管理事業 17,581

・もみじの郷行事開催事業 99

・梅基金積立金 157

・宿泊促進事業 14,751

・観光立町推進事業 12,845

・さつきの郷誘客事業 1,872

・観光アドバイザー・プロモーション事業 3,000

合計３６２，７８８千円

・インバウンド情報発信推進事業 942

・ロケツーリズム推進事業 7,024

・ゆがわらハロウィン開催補助事業 3,500

・観光情報発信事業 5,320

・新たな温泉資源活用事業 14,000

・周遊型謎解き宝探し事業 5,180

・コキアの郷づくり事業 13,185

・観光DX推進事業 13,343

・観光施設維持管理経費 25,775

・案内所運営事務経費 4,677

・万葉公園管理経費 43,073

・駐車場管理事務経費 1,150

・こごめの湯運営事務経費 12,237



１ 宿泊税検討経緯について

町の基幹産業たる観光業については、裾野の広い業種から構成され、湯河原町の地域経済への波及効果も大き

い分野であることや、国の観光立国推進基本計画においても地域活性化の切り札と位置付けられるなど、近年、

重要性が高まってきている。

一方、人口戦略会議において町が消滅可能性自治体に挙げられるなど、少子高齢化の進展に伴う急激な人口減

少や地域の経済産業活動の縮小に伴い、町税収入の減少が見込まれる。

町の予算規模が縮小していくことが懸念される中においては、交流人口を拡大させ、湯河原町の地域経済の活

性化に大きく貢献する観光業に対し、観光施策を継続的に実施していくための安定的な財源の確保が必要となる。
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(2) 観光振興の重要性

湯河原町の推計人口と税収
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１ 宿泊税検討経緯について
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町民負担を求めない新たな税制度としては、観光活動のうち、把握の容易性や行政コストが低い、宿泊施設への宿泊
行為に課税する「宿泊税」が最も適していると考えられる。

(3) 新たな財源としての宿泊税

観光活動 課税対象 対象の補足 徴収コスト

入域
町内への入域 鉄道・バスでの入域は補足可能だが、

車での入域の補足は困難

入域行為の把握や徴税にコストがか

かる

交通利用
町内交通機関の利用 町民と観光客との区別が不可 関係機関が多く、徴税コストがかか

る

飲食
飲食店等での飲食行為 町民と観光客との区別が不可 飲食店等の数が多く、飲食の都度徴

税するにはコストがかかる

宿泊行為
宿泊施設への宿泊行為 補足が容易

町民利用は比較的少ない

施設数が少なく、既存の入湯税徴収

スキームを参照しやすい

お土産等購入
お土産店等での物品購入行為 町民と観光客の区別が不可 お土産店等の数が多く、購入の都度

徴税するのにはコストがかかる

地方自治体の自主財源として、規模、安定性、継続性の観点から、新たな財源としては、地方税が適当な手段である。

また、地方税の新設に当たっては、観光振興を目的とし、受益者負担の観点から、観光客の観光活動を課税対象として

検討。

＜課税対象として検討する観光活動の比較＞

「宿泊税」は観光の振興を図る施策に要する費用に充てる目的税



２ 先行導入自治体の状況
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R7.4.1開始

東京都 大阪府 福岡県 京都市 金沢市 俱知安町 福岡市 北九州市 長崎市 熱海市

導入時期
2002年

10月

2017年

１月

2020年

４月

2018年

10月

2019年

４月

2019年

11月

2020年

４月

2020年

４月

2023年

４月

2025年

４月

東京都内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

大阪府内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

福岡県内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

京都市内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

金沢市内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

俱知安町内に所在する次

の宿泊施設への宿泊行為

福岡市内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

北九州市内に所在する次

の宿泊施設への宿泊行為

長崎市内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

長崎市内に所在する次の

宿泊施設への宿泊行為

対象施設
旅館業法の許可を受けた

ホテル、旅館

旅館業法の許可を受けた

ホテル、旅館、簡易宿所

旅館業法に規定するホテ

ル、旅館、簡易宿所

旅館業法に規定するホテ

ル、旅館、簡易宿所

旅館業法の許可を受けた

ホテル、旅館、簡易宿所

旅館業法の許可を受けた

ホテル、旅館、簡易宿所

旅館業法に規定するホテ

ル、旅館、簡易宿所

旅館業法に規定するホテ

ル、旅館、簡易宿所

旅館業法に規定するホテ

ル、旅館、簡易宿所

旅館業法に規定するホテ

ル、旅館、簡易宿所

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

住宅宿泊事業法の届出を

して住宅宿泊事業を行う

住宅（民泊）

住宅宿泊事業法の届出を

して住宅宿泊事業を行う

住宅（民泊）

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

住宅宿泊事業法に規定す

る住宅宿泊事業に係る施

設（民泊）

納税義務者 上記施設への宿泊者 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

課税標準 上記施設への宿泊数 同左 同左 同左 同左
上記施設への１人、１部

屋または１棟の宿泊料金

上記施設への

宿泊数
同左 同左 同左

税率

（税額）
１人１泊について宿泊料金が １人１泊について宿泊料金が １人１泊につき １人１泊について宿泊料金が １人１泊について宿泊料金が 上記課税標準の２％ １人１泊について宿泊料金が

１人１泊につき

※うち県税50円
１人１泊について宿泊料金が １人１泊について宿泊料金が

免税点 １万円 ７千円 なし なし なし なし なし なし なし なし

～７千円未満 非課税 非課税 200円 200円 200円
※5千円の場合

100円
200円 200円 100円 200円

７千円

～１万円未満
非課税 100円 200円 200円 200円

※7千円の場合

140円
200円 200円 100円 200円

１万円～

1.5万円未満
100円 100円 200円 200円 200円

※1万円の場合

200円
200円 200円 200円 200円

1.5万円～

２万円未満
200円 200円 200円 200円 200円

※1万5千円の場合

300円
200円 200円 200円 200円

２万円～

５万円未満
200円 300円 200円 500円 500円

※2万円の場合

400円
500円 200円 500円 200円

５万円～ 200円 300円 200円 1,000円 500円
※5万円の場合

1,000円
500円 200円 500円 200円

課税免除
外国大使等の任務遂行に伴

う宿泊
同左 同左 同左　※１ 同左 同左　※１※２ 同左 同左 同左※１※２ 同左※１※２※３

①納付された金額の

2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％）

【交付上限額】

100万円

①すべて納期内完納して

いる時納期内完納額の

2.5％

②１か月でも納期内完納

していない時　納期内完

納額の2.0％

③加算金を伴う増額更正

等を受けた時　納期内完

納額の1.0％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％）

①納期限納入額の2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％、ま

た、福岡県、福岡市、北

九州市の独自制度として

交付対象期間における全

ての申告を電子申告で行

い、かつ、納期内納入し

た場合は、さらに0.5％

を加算）

①納期限納入額の2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％）

【交付上限額】

200万円

①納期限納入額の2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％）

※令和５年度までは上記

に申告納入月１月につき

1,000円を加算

【交付上限額】

前期、後期それぞれ50

万円

①すべて納期内完納して

いる時納期内完納額の

2.5％

②１か月でも納期内完納

していない時　納期内完

納額の2.0％

③加算金を伴う増額更正

等を受けた時　納期内完

納額の1.0％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％）

①納期限納入額の2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％、ま

た、福岡県、福岡市、北

九州市の独自制度として

交付対象期間における全

ての申告を電子申告で行

い、かつ、納期内納入し

た場合は、さらに0.5％

を加算）

①納期限納入額の2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％、ま

た、福岡県、福岡市、北

九州市の独自制度として

交付対象期間における全

ての申告を電子申告で行

い、かつ、納期内納入し

た場合は、さらに0.5％

を加算）

①納期限納入額の2.5％

【交付上限額】

50万円

①納期限納入額の2.5％

（導入から5年間は特例

措置として＋0.5％）

補助金 ※４ ※４

※１　修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加する児童・生徒・引率者等

※２　宿泊を伴うスポーツ大会等に参加する児童・生徒・引率者等

※３　年齢１２歳未満の者

※４　システム整備費補助金（既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築などを対象）補助率1/2（上限50万円）、千円未満切捨て

課税団体
都道府県 市町村

特別徴収

交付金



２ 先行導入自治体の状況
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(1) 先行導入自治体の宿泊税の使途と湯河原町の既存事業

施策 宿泊税による事業例 湯河原町の既存事業と支出額

観光資源の魅力向上

◼ 夜の観光の充実事業

◼ 眺望景観創出事業

◼ 食のバリアフリー推進

◼ フォトスポットの造成

◼ 体験コンテンツの開発

◼ 宿泊施設等のおもてなし力向上

◼ 体験コンテンツの開発

◼ 地域資源の魅力向上

夏季行事開催事業 ２６，２４５千円

海水浴場運営事業 １３，６７９千円

梅の宴行事開催事業 １１，００７千円

武者行列行事開催事業 ３，０００千円

もみじの郷行事開催事業 ９９千円

さつきの郷誘客事業 １，８７２千円

ゆがわらハロウィン開催補助事業 ３，５００千円

新たな温泉資源活用事業 １４，０００千円

周遊型謎解き宝探し事業 ５，１８０千円

コキアの郷づくり事業 １３，１８５千円

計 ９１，７６７千円

情報発信

◼ 各種観光ＰＲ

◼ グルメ情報の発信

◼ 観光ワンストップサイトの運営

◼ デジタルサイネージを活用した情報発信

◼ 海外への情報発信強化

◼ 観光案内の多言語化

誘客宣伝事業 １０，１００千円

宿泊促進事業 １４，７５１千円

観光アドバイザー・プロモーション事業 ３，０００千円

インバウンド情報発信推進事業 ９４２千円

ロケツーリズム推進事業 ７，０２４千円

観光情報発信事業 ５，３２０千円

計 ４１，１３７千円



２ 先行導入自治体の状況
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施策 事業例 湯河原町の既存事業

受入環境の整備

◼ 街路樹の育成管理

◼ 鉄道施設整備

◼ 公共交通キャッシュレス化

◼ 観光地周辺歩行環境の整備

◼ 無電柱化事業

◼ シェアサイクルの運営

◼ 観光周遊コースの形成に向けた道づくり

◼ 観光案内事業の運営

◼ wifi環境の整備

◼ 観光地周辺トイレ改修

◼ デジタル技術を使った体験型展示やガイドツアー

観光ＤＸ推進事業 ２６，２４５千円

観光施設維持管理経費 ２５，７７５千円

案内所運営事務経費 ４，６７７千円

万葉公園管理経費 ４３，０７３千円

駐車場管理事務経費 １，１５０千円

こごめの湯運営事務経費 １２，２３７千円

計 １１３，１５７千円

伝統・文化

◼ 伝統、文化産業の担い手育成

◼ 歴史的景観の保全

◼ 文化財等の保全

伝統文化体験事業 ２，１２０千円

計 ２，１２０千円

※企画費

その他

◼ ＤＭＯへの補助

◼ ＭⅠＣＥ戦略

◼ ゲストセイバー講習

◼ 観光マナー啓発

◼ 宿泊施設等改修支援

観光振興事務経費 ３６，４８０千円

観光立町推進事業 １２，８４５千円

計 ４９，３２５千円
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(2) 宿泊税活用事例

福岡市

宿泊事業者のバリアフリー整備 川沿いの夜間ライトアップ

金沢市

観光案内所の整備 眺望景観の創出

〇体験コンテンツ予約・販売サイトの運営

〇グルメサイト「ナガサキ飯」を活用した情報提供

〇市民及び市内事業者のおもてなし機運醸成

長崎市

俱知安町

〇自然環境及び景観の保全

〇防犯灯・防犯カメラ設置

〇バス・タクシーの運転資格取得支援

〇DMOの運営
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宿泊税の使途の方針について

先行導入自治体では、「町の魅力向上・発展」や「観光振興を図る施策」に係る費用に充てることを目的に宿

泊税を導入している。

湯河原における宿泊税の使途については、先行導入自治体と同様に「町の魅力向上・発展」や「観光振興を図

る施策」に係る費用に充てることを主とし、具体的な施策については、「湯河原町観光立町推進計画」の基本方

針に基づく重点事業や各施策に合致した事業へ充当していく。

重点事業１ 体験型観光事業

万葉公園の活用、ハイキングコースの充実、ヘルスツーリズ
ムの推進、産業間連携の強化

重点事業２ イメージアップ戦略推進事業

ロケツーリズムの推進、ロングステイツーリズムの推進、
キャッチコピーの活用

重点事業３ ＤＸ推進事業

デジタルデータの活用、電子決済の普及促進、観光施設デー
タベースの作成

重点事業４ 観光危機管理事業

観光防災危機管理プランの策定、３密防止安全情報の発信、
観光立町推進会議の活性化

出典：第２期湯河原町観光立町推進計画
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(1) 課税要件

項 目 内 容 湯河原町の宿泊税（例）

課税客体 税金がかかる物や行為 湯河原町に所在する宿泊施設への宿泊行為

課税標準 納税額を算出する際に必要な基本的な数値 宿泊施設への宿泊数

納税義務者 租税を納める義務を課せられる者 宿泊施設への宿泊者

徴収方法

特別徴収：特別徴収義務者（宿泊施設）が宿泊者から宿泊税を

徴収し納入

普通徴収：町が納税義務者から直接租税を徴収

特別徴収

申告期限
条例に規定される日までに、徴収（納付）すべき租税の情報を

申告し、租税を納付するもの

毎月末日までに前月の初日から末日までの間の分を

申告納入

免税点 一定の要件を満たさなければ課税しないとする制度 先行導入自治体の例を参考に、検討委員会にて検討

税額・税率
税金の額。一律定額制、段階的定額制、定率制が考えられる 先行導入自治体の例を参考に、事業者の事務負担を

考慮し検討委員会にて検討

課税免除
地方税法第６条の規定により、公益上その他の理由があるとき

は、課税をしないことができる
先行導入自治体の例を参考に、検討委員会にて検討

課税期間
（見直し期間）

制度の施行状況や社会経済情勢の推移などを勘案して、一定期

間ごとに見直しを行う

多くの先行導入自治体と同様に、条例施行後５年周

期での見直しを検討

罰則規定 不申告に関する過料や帳簿記載義務違反等に関する罰則 先行自治体の例を参考に、検討委員会にて検討

皆さまのご意見を参考に、検討委員会にて慎重に議論を進めていきます
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(2) 税額・税率について

項 目 一律定額制 段階的定額制 定率制

制度 宿泊料金に関わらず一定額で課税 区分ごとの宿泊料金に応じて課税 宿泊料金に応じて課税

税収額
・他に比べ、税収が確保できない

・宿泊単価の上昇は税収に関係がない

・一律定額制と定率制の中間程度の税

収と考えられる

・定額制に比べ、税収が多くなる

・宿泊単価に応じて税収増

観光客の負担
宿泊料が安価であるほど相対的に税負

担が大きい

・一定程度宿泊料金（担税力）に応じ

た税負担
宿泊料（担税力）に応じた税負担

事業者等負担 税額計算の事業者等の負担が少ない 税額計算の事業者等の負担は中程度 税額計算の事業者等の負担が大きい

公平性 宿泊者に均等に負担を求める税制 一律定額制と定率制の中間 応能負担の観点に沿った税制

需給バランス 市場の価格調整を阻害する可能性有
税額の境目の宿泊料金帯では、需給バ

ランスを阻害する可能性有

価格調整による市場の需給バランスを

阻害しない

事例 福岡県、北九州市 大半の自治体で導入 俱知安町（２％の定率）

社会状況への
対応

インフレやデフレに対応できない インフレやデフレに対応できない インフレやデフレに対応できる

・先行導入自治体を参照すると、宿泊税の額は一泊あたり税額２００円がボリュームゾーンとなっている。

・段階的定額制を導入している自治体が多い。

・隣の熱海市では、一律２００円の税額としている。
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(3) 宿泊事業者への支援策

宿泊税の申告と納入に要する事務負担を考慮し、併せて特別徴収制度の円滑な運営を図ることを目的として、

特別徴収義務者に交付する交付金。先行導入自治体において実施しているもの。

特別徴収交付金：納期限納入額の３％程度

先行導入自治体では、納入額の２．５％を特別徴収交付金としている。また、要件に応じて、交付金の額が増減される
ほか、一部自治体では交付上限額を設けている。

【要件例】
(1) 導入から５年間は特例措置として０．５％加算
(2) 納期内納付していない場合、０．５％減算
(3) 一定期間は納入額に1,000円を加算
(4) 加算金を伴う増額更正等を受けたとき １．５％減算 など

②システム整備費等補助金

宿泊税導入に伴う負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図るため、特別徴収義務者を対象に、既存のレジシス

テム等の改修に係る経費やチラシ・パンフレットの修正等に係る経費を補助するもの。

システム整備費等補助金：内容については検討中

先行導入自治体（導入予定自治体）の一部で、システム整備費等に対する補助を実施している。

【参考】 長崎市、熱海市 上限５０万円（補助率1/2）
常滑市 上限１００万円（５０万円まで全額補助、超える部分は1/2補助
ニセコ町 客室数に応じ補助（５万円～）

①特別徴収交付金
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(5) 財源としての宿泊税

観光費
(参考：
R5決算

約3.6億)

観光総務費
6,000万円

一般財源

既存事業 国・県交付金
ふるさと納税など

１．７億円

既存事業の拡
充＋新規事業

宿泊税
１．２億円（試算）

徴税費 徴税経費
(特別徴収交付金含む)

宿泊税に係る歳入歳出（例）

歳出 歳入

宿泊税は観光振興に関する経費に

充てる目的税として導入。

原則、新規事業又は既存事業の拡

充へと充てていくほか、宿泊税の徴

税に係る経費（特別徴収交付金を含

む）に充てる。

宿泊税額を一泊２００円
として試算した場合
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宿泊税の納付

宿泊税の申告納入

金融機関

BANK

宿泊税

電子又は紙申告

湯

河

原

町

宿
泊
者
事
業
者

（特
別
納
税
義
務
者
）

宿

泊

者

（納
税
義
務
者
）交付金請求

特別徴収交付金
（宿泊税納入金額の３％程度）

(6) 宿泊税の手続きの流れ（案）

毎
月
又
は
年
４
回
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令和６年12月 湯河原町宿泊税検討に関する説明会
宿泊事業者アンケート
宿泊者アンケート

令和７年 ２月 パブリックコメント

６月 条例上程
関係団体・旅行者への周知開始

7月以降 宿泊事業者への実務説明会

令和8年 ４月 宿泊税条例の施行


